
令和６年１２月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

報告１１ 専決処分事項の報告について（損害賠償の額の専決処分） 

報告１２ 専決処分事項の報告について（令和６年度豊明市一般会計補正
予算（第５号）の専決処分） 

議案６９ 人権擁護委員候補者の推薦について 

議案７０ 
豊明市中央児童館、豊明市南部児童館、豊明市北部児童館、豊
明市西部児童館及び豊明市ひまわり児童館の指定管理者の指定
について 

議案７１ 豊明市コスモス児童館の指定管理者の指定について 

議案７２ 豊明市大宮児童館の指定管理者の指定について 

議案７３ 豊明市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用
等に関する条例の廃止について 

議案７４ 豊明市表彰条例等の一部改正について 

議案７５ 豊明市下水道条例の一部改正について 

議案７６ 令和６年度豊明市一般会計補正予算（第６号）について 

議案７７ 令和６年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第２号）につい
て 

議案７８ 令和６年度豊明市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 



























議案第６９号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 下記の者は、令和７年３月３１日任期満了となるので、同人を人権擁護委員

の候補者として推薦するものとする。 

 

  令和６年１１月２８日提出 

 

                           豊明市長  小 浮 正 典      

 

                 記                  

住  所   豊明市前後町 

氏  名   青 木 廣 康 

生年月日    

 

   説 明 

 この案を提出するのは、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会

の意見を求める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７０号 

 

   豊明市中央児童館、豊明市南部児童館、豊明市北部児童館、豊明市西部

児童館及び豊明市ひまわり児童館の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

    記 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設名称 

  豊明市中央児童館、豊明市南部児童館、豊明市北部児童館、豊明市西部児

童館及び豊明市ひまわり児童館 

２ 指定管理者となる団体 

  愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３８番２号 

  株式会社日本保育サービス 

  代表取締役 坂井 徹 

３ 指定の期間 

  豊明市中央児童館 令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで 

豊明市南部児童館、豊明市北部児童館、豊明市西部児童館及び豊明市ひま

わり児童館 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

   

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市中央児童館、豊明市南部児童館、豊明市北部

児童館、豊明市西部児童館及び豊明市ひまわり児童館を管理する指定管理者を

指定するため必要があるからである。 





議案第７２号 

 

   豊明市大宮児童館の指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求める。 

 

  令和６年１１月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

    記 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設名称 

  豊明市大宮児童館 

２ 指定管理者となる団体 

  大阪府大阪市北区堂島一丁目５番１７号 

  株式会社セリオ 

  代表取締役 黑﨑 泰司 

３ 指定の期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市大宮児童館を管理する指定管理者を指定する

ため必要があるからである。 



議案第７３号 

 

豊明市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用等に関す

る条例の廃止について 

 豊明市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用等に関する条

例を廃止する条例を別添のように定めるものとする。 

 

令和６年１１月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

 この案を提出するのは、少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員を

廃止するため必要があるからである。 



   豊明市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用等に関す

る条例を廃止する条例 

 
 豊明市少人数学級編制の実施に係る任期付市費負担教員の任用等に関する条

例（令和２年豊明市条例第２９号）は、廃止する。 
   附 則  
 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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